
 

 

「県立高等学校教育改革第三次実施計画」策定に伴う兵庫県立高

等学校の再編に関する意見書 

 

 兵庫県教育委員会は、令和４年３月１７日に「県立高等学校教育改革第三次

実施計画」を発表し、県内に１２５校ある全日制の県立高校のうち、２８校を

対象に１３校に再編する方針などを示している。 

そのうち、北播磨地域では、令和４年度に発展的統合対象校が示され、令和

７年度に対象校３校を１校とする再編が予定されている。 

地域の県立高校は、地域の担い手を育成するとともに地域の文化の拠点でも

あることから、県立高校の統廃合は地域社会に深刻な影響を及ぼすおそれがあ

る。 

また、学校再編に伴う通学区の拡大により、遠方の高校に通学する子どもた

ちに通学の時間や費用が重くのしかかっているなか、さらなる学校統廃合は、

子どもたちの負担をさらに増大させることも懸念される。 

よって、兵庫県教育委員会においては、具体的な県立高校の再編内容の決定

にあたっては、地元自治体や保護者、関係者などに十分説明し、意見を聞かれ

るよう強く要望する。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

    令和４年６月１４日 

  

 兵庫県教育委員会 あて 

  

               三木市議会議長  堀   元 子 

 


